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壱岐市入札監視委員会（第２回） 会議録（要約版） 

 

日 時：令和３年１１月１７日（水） 午後１時３０分～午後３時３０分 

場 所：壱岐市役所 郷ノ浦庁舎 地下第１会議室 

出席者：出席者：委員（４名）  

    藤井信孝、殿川穗、大久保敏範、谷村孝臣  

    壱岐市（５名）  

    副市長 眞鍋陽晃、総務部長 久間博喜、財政課長 原裕治 

契約班係長 長畑見季、契約班主事 小橋裕樹 

 

１．開会 （午後１時３０分） 

  進行：事務局 

 

２．協議事項 

①入札制度説明 

①-（１）最低制限価格について 

質問・意見等 回答等 

〇委員長・委員：最低制限価格の算出率が、中

央公契連モデルの中に入っているのか。 

 

 

 

 

 

〇最低制限価格の 75 から 92％は告示によ

り法令で決めているのか。 

 

 

〇入札の流れの中で、公告の説明があったが、

インターネットで入札情報システムにあげる

時期はいつか。 

 

〇ネットでダウンロードして、プリントアウ

トすればいいとなっているが、昔は手渡しし

ていたのか。 

◇事務局：国の計算方法に入っている。直接工

事費掛ける 10 分の 9.7 などの算出方法は、

国を参考にしている。国と違うところは、最低

制限価格の設定範囲が国は７５から９２％だ

が、壱岐市は県に合わせて９０から９２％と

している。 

 

◇各自治体で入札制度は自由に決めており、

規則等で定めて実施している。 

 

 

◇起工と公告伺いの決裁が終わってから、公

告をしている。 

 

 

◇平成 28 年から電子入札を始めたが、それ

以前は CD や、印刷したものを手渡ししてい

た。 
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①-（１）最低制限価格について 

質問・意見等 回答等 

〇インターネットで開示するようになったの

は、電子入札を取り入れたときか。その次の手

続きが入札参加資格か。 

 

〇３１モデル採用の都道府県、指定都市のグラ

フが資料にあるが、壱岐市では H31.4.1 に入

札制度改革があって、最低制限価格は７５から

9２％ということか。 

 

 

〇予定価格の下に最低制限価格があるが、予定

価格を事前公表しているので、入札参加者は予

定価格を目安に、最低制限価格を推計できるよ

うになっていると思うが。 

 

〇入札参加者は国のモデルに従って、最低制限

価格を決めていることを知っているのか。 

 

〇かなり正確に最低制限価格を知ることができ

るのであれば、あまり最低制限価格の意味がな

い。 

 

〇最低制限価格はランダム係数ではなく、固定

型でやられているのか。 

 

 

◇電子入札から設計書等を開示している。この

工事に参加したいという申請を業者にしてもら

い、適格・不適格通知を行っている。 

 

◇国の最新モデルに習って、壱岐市では最低制

限価格を計算している。最低制限価格率は国に

準拠して７５から９２％としていたが、令和２

年度に改正し、県と同じ９０から９２％へ合わ

せている。 

 

◇予定価格を公表しているので、適切に積算で

きれば推計できる。 

 

 

 

◇計算方法など制度が変わった場合は、業者へ

通知している。 

 

◇分かって入札するということになる。 

 

 

 

◇固定型にしているため、最低制限価格の下限

は決まっている。 
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②審議事項 

②-（１）一般競争入札の原則について 

質問・意見等 回答等 

〇一般競争入札は誰でも参加できる。デメリッ

トはあるが、それについては実績等でカバーす

るといったことで、特に意見はない。 

◇壱岐市では制限付きにしているので、デメリ

ットは解消されている状態である。 

②-（２）予定価格の事前公表について 

質問・意見等 回答等 

〇事業費の削減を目的として、設計額の５％

とか１０％など一定額を減額する予定価格の

歩切りが過去行われていたが、現在はどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇予定価格の事前公表する理由が、予定価格

を探ろうとする不正な動きを未然防止するた

めとあるが、予定価格を事前公表しないとい

けない程のこういう動きがでているのか。 

 

〇見直しを行うということは、もとの事後公

表に変えるということか。 

 

 

 

〇年々発注件数が減っている。そういったこ

とからも、高く落札する感じになっているの

ではないか。 

 

 

 

◇現在歩切りは行っていない。平成２６年６

月の公共工事の品質確保の促進に関する法律

の改正により、歩切りによる予定価格の切り

下げは法律違反であることが明確化された。

歩切りが行われると、見積能力のある建設業

者の排除や、ダンピング受注を助長し、公共工

事の品質や利潤を受注者が確保できず、下請

業者へのしわ寄せを招き、また予定価格が実

勢価格と乖離することとなり、入札不調の発

生につながる。そのため、予定価格は設計書金

額のままとしている。 

 

◇壱岐市では結果的には何もなかったが、警

察から入札の執行方法について十分検討しな

さいという意見が出てきたので、それに基づ

いて事後公表から事前公表に変更している。 

 

◇過去の落札率と比較して高くなっている状

況や、議会から１００％落札が多いとの指摘

もあり、高い理由が事前公表ではないかとい

うことで見直した方がいいと考えている。 

 

◇今年は災害復旧工事などもなく、件数的に

も減っている。業者は積算を行うシステムを

持っていて、ある程度数字が出てくる状況で

あり、議会からも高止まりの原因が事前公表

だと言われているので、一旦ここで立ち止ま

って戻すということも一つの方法と考えてい

る。 
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②-（２）予定価格の事前公表について 

質問・意見等 回答等 

〇事後公表に戻しても、業者が積算システム

を導入していて、また１００％に近い数字が

出てくる可能性もある。 

 

〇積算システムが行き渡っているから、ほぼ

１００％に近い数字がでると思う。 

 

 

〇一般競争入札において、原則は事前公表か

事後公表なのどちらなのか。 

 

〇先ほどの説明にもあったが、県内の状況を

見ると、事後公表が圧倒的に多い感じがする。 

 

〇2011 年に公共工事の入札及び契約の適正

化を図るための措置に関する指針、国のガイ

ドラインにより弊害を防止するため、事後公

表にしているということか。 

 

〇落札率が高止まりしているのは、予定価格

を公表しているからと書いてあるため、理由

としてもう少し競争性を高め、高止まりしな

いようにするということも理由としてあげる

のなら書いたらどうか。逆に公表しないと探

る動きがあって、探る動きに対して、例えば指

名停止だとか刑事罰とかあるが、それ以外の

手立てが必要。次の固定型最低制限価格が高

すぎるというのも関係がある。そこをまた元

の７５％に戻すという手法も一つの方法であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇国からの指導で歩切りは禁止されているの

で、以前のような５％切るということはでき

ない。 

 

 

 

 

◇国に準じて県内の市町も事後公表が多い状

況。 

 

◇国の指針があるが、判断は地方自治体に委

ねられている。県も事後公表になっているの

で、県に合わせるのも一つの方法である。 

 

 

◇予定価格を探る動きの対策については、法

令に基づき、職員もきちんとする必要がある

し、これまでも年に１から２回程度、研修を行

っている。入札契約手続きについて厳正に、よ

り一層市として対策を徹底していきたい。 

 



5 
 

②-（３）予定価格の事前公表について 

質問・意見等 回答等 

〇ランダム係数についてもう少し詳しく説明

を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇3１ページを見ていたら、雲仙市は設計金額

掛ける９０％をして、事前ランダム係数を掛

けているが、西海市では設計価格掛けるラン

ダム係数 0.91 で積算するということか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇県や他市での建設工事におけるランダム率

はどうなっているか。また、歩切りの質問が先

程あったが、設計金額の千円未満の切り捨て

や、無作為に発生させたランダム係数は歩切

りに該当するのか。 

◇下限が最低制限価格になるが、最低制限価

格に率を掛けて変動させるのがランダム係数

ということになる。最低制限価格を計算して

出た数字のままとしているのが固定型とな

る。長崎県を始め、約半数の市では、予定価格

と最低制限価格のそれぞれに、エクセルで発

生させた小数点以下 8 桁の乱数を、入札前に

行う事前ランダムと、入札会場で行う公開ラ

ンダムで掛けている。予定価格や最低制限価

格が分からないように算出する係数がランダ

ム係数である。 

 

◇積算した価格が予定価格になるが、そのま

まの数字ではなく、更に係数である 0.91 な

どを掛けて最低制限価格が分からないように

するのがランダムで、変動型最低制限価格と

いうことになる。西海市でいけば、設計価格に

ランダム係数である 0.9100 から 0.9300

を掛けた数字が最低制限価格になってくる。

壱岐市で言えば、国の計算方式を掛けた数字

が最低制限価格になるが、それから更に他市

では８桁の数字を予定価格に掛けたり、最低

制限価格に掛けたりして、業者が予定価格や

最低制限価格の事前働きかけを失くすため

に、変動型を採用している。 

 

◇県や他市では、前日に予定価格と最低制限

価格のそれぞれに係数を掛けて、また更に入

札会場でもう１回掛けて計算させる、事前ラ

ンダム、公開ランダムという方法を取り入れ

ている。歩切りついて質問があったが、千円未

満の切り捨てや、無作為に発生させた係数の

歩切りについては、極めて少額であるときに

限り国は歩切りではなく例外として認めてい

る。 
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②-（３）予定価格の事前公表について 

質問・意見等 回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇先程、予定価格にランダム係数を掛けて、最

低制限価格にランダム係数を掛けて会場でも

掛けると言われたが、結果的には業者の方と

しては適切な予定価格を積算して出したにも

関わらず、結果的には下がっていく。業者とし

ては色んなデータを駆使してせっかく積算し

て綺麗な数字で適正な数字を出してきている

のに、偶然の左右するランダム係数を掛けて

いくと適正な数字からずれていくということ

にならないか。入札参加者が一生懸命に入札

に向けて計算してきているのに対して無にな

らないのか。 

 

〇勝負をして失格になる業者もいるが、結果

的にはランダム係数で勝負していく方法にな

る。 

 

〇一生懸命計算してランダム係数で落とされ

るのは可哀想。 

 

 

〇中央公契連モデルを採用しているが、全部

業者は知っているのか。 

 

〇予定価格を公表しなくなると、ある程度そ

ういう業者が計算できるということを防げる

ということか。 

設計書金額の端数を切り下げて予定価格を決

定することや、設計書金額にシステムで無作

為に発生させた係数を掛けて減額する予定価

格の決定は、事務の効率化、予定価格の漏洩を

防ぐために行う、入札契約手続の透明性・公正

性の確保に当てはまる。国の目的に合ってお

り、さらに、極めて少額であるときに限り、例

外として認められている。 

 

◇先程２回掛けるというのは千円未満のとこ

ろをランダム係数で調整する格好になる。予

定価格から誤差はないが、情報が漏れないよ

うにそういった操作をしている。無にすると

いうか、今の状況では固定した数字で、全部同

じような数字である。予定価格が決まったら、

下も決まるため、先程言ったランダム係数を

掛ければ枠が狭めてくる。だからその中で業

者は積極的に競争をしたいのではないかと思

う。 

 

 

 

◇県や他市ではそういった方法になってい

る。 

 

 

◇１万円や１０万円とかであれば、設計金額

に対して無になるので、千円単位の本当に少

額でなければ問題になります。 

 

◇１件ずつ入札をする際に、添付資料として

計算方法を出している。 

 

◇予定価格が出ているので、答えが分かって

いる。固定型なので９０％を掛ければ最低制

限価格も出る。 
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②-（３）予定価格の事前公表について 

質問・意見等 回答等 

〇中央公契連モデルで最低制限価格を 9０か

ら９２％の間に決めて、それにランダム係数

を掛けるということか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇見直しのとき、予定価格にランダムは使わな

いのか。 

◇９０から９２％に掛ける率は 100 から

100.1％を掛ける。予定価格の場合も 99.9

から 100％にランダムに抽出した係数を掛

けるため、設計価格より上回る予定価格には

ならない。他市の例で、ランダム係数を掛ける

ということについては、そういった方法でや

っている。大きく価格が変わるという心配の

意見があったが、予定価格、最低制限価格に

0.1％未満の範囲での額の上下というイメー

ジで考えていただけばと思う。 

 

◇今日いただいた意見を参考に、一つの方向

としては本日提案させていただいたランダム

係数を掛けて、事前に探る動きにも対応しつ

つ、その現行の公表している高止まりという

事象について対応するにはどうしたらよいか

ということを、他の団体にさらに尋ねたりし

て、具体的にどういった方法が、壱岐市の実情

に合うかということを検討したい。 
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③－（４）１者入札の原則取り止めについて 

質問・意見等 回答等 

〇９ページ、過去に指名競争入札を１者で執

行し、競争性が確保されていないという意見

を受け、１者入札を原則取り止めとしている

とあるが、詳しい経過説明を。 

 

 

 

 

 

 

 

〇最低制限価格、予定価格内であっても、１者

であれば無効か。 

 

 

〇R2 年度の工事で何件ぐらいか。 

 

〇災害復旧だけか。 

 

 

〇一般競争入札、指名競争入札は無効とした後、

もう一回再入札するのか。 

 

 

 

〇１回目、２回目も１者となる割合は。 

 

〇基本は一般競争入札なので、１者しか応募が

ないということは相当の理由があると思うが、

そのあたりは研究されていないのか。 

 

 

 

 

◇平成 29 年度に担当課において、空調設備

の修繕に関する指名競争入札を、一堂が会し

て行う紙入札で実施した。市内 10 者、市外

2 者の計１２者を指名したが、応札があった

のは市外の１者だけであったため、議会等か

ら指名競争入札で１者のみの場合は競争性が

ないため、市の指名基準に問題があるのでは

という指摘を受け、平成３１年４月の入札制

度改正で１者入札は原則無効という取り扱い

している。 

 

◇災害復旧工事だけは緊急性があり１者でも実

施しているが、一般競争入札では１者しかいな

い場合は、開札をせず取り止めている。 

 

◇約４０件程度。 

 

◇一般競争入札と災害復旧であり、１者もいな

いときもある。 

 

◇中止して、番号を変えて再度入札にする。２

回目も同じランクであれば、１者入札でも認め

るということで発注に出す。１回目は１者中止

するが、２回目の場合はそのまま行う。 

 

◇割合までは出していない。 

 

◇契約班で実施する分と所管課でする分がある

が、所管課でした分の中で、紙ベースで集まっ

てした結果、１者のみで行ったということで、

競争性がないと議会から言われて見直した。電

子入札は１者かどうかわからないので、その分

について見直しを行いたいと考えている。 
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③－（４）１者入札の原則取り止めについて 

質問・意見等 回答等 

〇電子入札は応札者が分からないのか。 

 

 

〇２回目は少し高く入れようという会社もある

かもしれない。 

 

〇指名競争入札は１者しか応募がないというこ

とがよくあるのか。 

 

 

 

 

◇電子入札は応札相手が分からない。開札が終

わった後、公表結果で知ることになる。 

 

◇集まってする場合は、自分しかいないことが

分かり、高く札を入れる傾向がある。 

 

◇指名競争入札をしているのは、災害復旧工事

だけであり、条件が悪い農地などは１者や、０

者という場合がある。災害復旧工事の指名につ

いては、旧町ごとに決めている。以前のように

災害復旧工事が多数発生すると、技術者の数も

足りなくなるので、辞退をすることも増えてく

る。 

 

 

 

 

３．その他 

次回開催日程について 

１２月上旬を目途に日程調整する。 

 

４．閉会（午後３時３０分） 

 


